
 
 

 



 
 

編集後記：今年の仙台七⼣は、４年ぶりの通常開催、前夜祭の５⽇
から最終⽇の８⽇迄、⼟⽇をはさんだこともあり、⼤変な賑わいだ
ったようです。商店街アーケードの七⼣飾りもフルサイズに戻り、
テレビの画⾯を通しても⾒ごたえがありました。仙台の夏の⾵物詩、
これからも絶えることなく続いてほしいものです。 
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TOPICS 
■2023 年春闘は高水準～連合集計より 

７月５日、2023 年の春季生活闘争（春闘）の最終回

答集計が連合より発表されました。その結果の概要

をお伝えします。 

◆賃上げの数値（月例賃金）は 

5,272 組合の「定昇相当込み賃上げ計」は、加重

平均で 10,560 円（3.58％）と、昨年と比べると 4,556 

円（1.51 ポイント）増えています。 

上記のうち 300 人未満の中小組合3,823 組合は、

8,021 円（3.23％）で、昨年比 3,178 円（1.27 ポイ

ント）増える結果となりました。 

賃上げ分が明確に分かる 3,186 組合の「賃上げ

分」は 5,983 円（2.12％）、うち中小組合 2,019 組

合は 4,982 円（1.96％）となり、いずれも賃上げ分

の集計が開始された 2015 年以降で最も高い結果と

なっています。 

有期・短時間・契約等労働者の賃上げ額は、加重

平均で時給 52.78 円（昨年比 29.35 円増）、月給 

6,828 円（同 2,831 円増）で、引上げ率は概算でそ

れぞれ 5.01％・3.18％となり、時給は一般組合員（平

均賃金方式）を上回る結果になりました。 

◆連合の見解 

・企業内最低賃金協定改定の取組み組合数は昨年同

時期並みだが、回答額は着実に上昇している。 

・すべての労働者の立場に立った「働き方」の改善

やジェンダー平等・多様性の推進に向けても数多

くの取組みがなされている。 

 物価上昇が続く中、賃上げを前向きにとらえてい

る企業は多くなっています。政府においても、最低

賃金の「全国平均 1,000 円」達成を視野に議論が進

められています。 

 今後も賃上げ機運は高まる予想で、企業としても

その分の利益確保が必須となるでしょう。 

【連合「2023 春季生活闘争 第７回（最終）回答集計結果について」】 

https://www.jtuc-rengo.or.jp/activity/roudou/shuntou/2023/yo

kyu_kaito/kaito/press_no7.pdf?1967 

         

                 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

■性的少数者のトイレ使用制限に関する最高裁

の初判断が示されました 
◆国の対応を違法とする初判断 

 ７月 11 日、戸籍上は男性で性同一性障害の経済産

業省職員に対するトイレの使用制限について、最高

裁第３小法廷は国の対応を「裁量権の範囲を逸脱し

違法」とし、制限を不当と判断しました。 

 この制限は、女性トイレ使用に関する要望を受け

て開かれた職員向け説明会でのやり取りを踏まえ経

済産業省が決定したもので、下級審では判断が分か

れていました。 

◆判断理由 

 最高裁は「他の職員への配慮を過度に重視し、原

告の不利益を不当に軽視するもので、著しく妥当性

を欠く」とし、理由を次のように挙げています。 

① 女性ホルモンの投与や≪…略…≫を受けるなど

しているほか、性衝動に基づく性暴力の可能性は

低い旨の医師の診断も受けている 

② 女性の服装等で勤務し、本件執務階から２階以

上離れた階の女性トイレを使用するようになった

ことでトラブルが生じたことはない 

③ 数名の女性職員が違和感を抱いているように見

えたにとどまり、明確に異を唱える職員がいたこ

とはうかがわれない 

④ 約４年 10 カ月の間に、上告人による本件庁舎内

の女性トイレの使用につき、特段の配慮をすべき

他の職員が存在するか否かについての調査が改め

て行われ、本件処遇の見直しが検討されたことも

うかがわれない 

◆今後の対応 

裁判官の補足意見には、使用制限について、当初

の必要性は認めつつ、教育等により理解を得るため

の努力を行い、必要に応じて見直すなどが必要だっ

たとするものがあります。 

また裁判長は、今後、事案の積重ねを通じて指針

や基準が形作られることに期待するとしています。 

 

【裁判所ホームページ判決文】 

https://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/191/0921

91_hanrei.pdf 


